
  岡山県備中県民局草刈作業環境整備費補助金交付要綱 

 

令和８年４月３０日 制定 

 

（趣旨） 

第１条 岡山県備中県民局⾧（以下「県民局⾧」という。）は、岡山県備中県民局管内に  

 所在し、草刈作業への参入を目指す就労継続支援事業所（以下「事業所」という。） 

 に対し、草刈作業への参入を促進するため、岡山県備中県民局草刈作業環境整備費補助 

 金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、岡山県補  

 助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」という。）及びこの交  

 付要綱の定めるところによる。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助の対象となる事業所（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲げるいず 

 れかの要件を満たすものとする。 

 一 当該年度又は前年度に備中県民局が実施した草刈作業実践研修（以下「研  

  修」という。）に参加した事業所 

 二 事業所指導員が刈払機取扱者安全衛生教育を受講済であり、かつ草刈作業への参入 

  後 1 年以上経過している事業所 

（補助対象経費等） 

第３条 この補助金の対象経費は、別表１に定める物品の購入等に要する経費（以下「補  

 助対象経費」という。）とする。ただし、別表２に定める購入数等を上限とする。 

２ 補助金の額は、前項に規定する経費の２分の１以内とする。ただし、千円未満切り捨 

 てとする。 

３ 前項の補助金の上限額は、1 事業所あたり４０万円とする。 

４ 補助金交付決定後の契約等により支出した経費を対象とする。 

（申請の要件） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、次に掲げる要件を全て満たさ 

 なければならない。 

 一 様式第５号「誓約書」に記載されている事項に該当しないこと 

 二 県税の滞納がないこと 

 三 補助金交付決定後に草刈作業に参入し、新規案件を１件以上受注し、収入を得る 

  見込みがあること 

（交付の申請） 

第 5 条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、交付申請書（様式第１号）に 

 次の各号に掲げる書類を添えて、県民局⾧に提出しなければならない。 

 一 補助金所要額調書（様式第２号） 



 二 草刈作業参入計画書（様式第３号） 

 三 積算の基礎となる資料（見積書等） 

 四 収支予算書（様式第４号） 

 五 誓約書（様式第５号） 

 六 県税完納証明書 

（交付の決定） 

第 6 条 県民局⾧は、補助対象事業者から前条の規定により交付の申請があったときは、 

 内容を審査し、予算の範囲内で交付を決定し、交付決定通知書（様式第６号）により通  

 知するものとする。   

（変更承認の申請） 

第７条 補助対象事業者は、規則第１０条の規定に基づき、補助事業の内容、経費の配分  

 その他申請に係る事項を変更しようとするときは、変更承認申請書（様式第７号）に次  

 の各号に掲げる書類を添えて、県民局⾧に提出し、その承認を受けなければならない。  

 ただし、既に交付決定された補助金の額の２０パーセント以内の減額については、承認 

 を要しない。 

 一 補助金所要額変更調書（様式第８号） 

 二 積算の基礎となる資料（見積書等） 

 三 収支予算書（様式第４号） 

２ 県民局⾧は、前項の規定による変更承認の申請があったときは、その内容を審査し、 

 変更交付決定通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（状況報告） 

第８条 この補助金の事業の進捗状況について、県民局⾧から要求のあったときは速やか 

 に県民局⾧に報告しなければならない。 

（実績報告等） 

第９条 補助対象事業者は、当該年度の１月１５日（その日が県の閉庁日に当たるとき  

 は、その日後の最も早い県の開庁日）までに、実績報告書（様式第１０号）に次の各号 

 に掲げる書類を添えて、草刈作業受注実績に関する書類を県民局⾧に提出しなければな 

 らない。 

 一 補助金精算書（様式第１１号） 

 二 受注実績報告書（様式第１２号） 

 三 精算の基礎となる資料（領収書等） 

 四 収支決算書（様式第１３号） 

 五 その他県民局⾧が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第１０条 県民局⾧は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、 

 必要に応じて実地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれ  



 に付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書  

 （様式第１４号）により、補助対象事業者に通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第１１条 県民局⾧は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金  

 の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 一 補助金を他の用途へ使用したとき 

 二 この交付要綱又はこれに基づく県民局⾧の指示に違反したとき 

 三 その他不正の行為があると認められたとき 

（補助金の返還） 

第１２条 県民局⾧は、補助金の交付の決定を取り消したとき、当該取消しに係る補助金 

 が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 県民局⾧は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を超えて補助金が交付されてい  

 るときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。 

（補助金の支払） 

第１３条 県民局⾧は、補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。 

２ 補助対象事業者は、補助金の全部又は一部について、精算払を受けようとするとき  

 は、精算払請求書（様式第１５号）を県民局⾧に提出しなければならない。 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第１４条 補助対象事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了した日 

 の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

附則 

この要綱は、令和８年４月３０日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 

経費区分 内容 

物品※１ 

刈払機、作業時に使用する衣服、防振グロー

ブ、すねあて、空調服、ゴーグル、刈刃など 

借上料 草刈機材など 

燃料等 混合油など 

その他（県民局⾧が適当と認めるもの） 刈払機取扱者安全衛生教育受講費、保険料な

ど 

※1 物品とは、税込み１０万円未満の作業に要する資材とする。 

別表２ 

経費区分 内 容 上 限 

物品 機材 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１台 

作業時に使用する衣服 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１式 

防振グローブ 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１式 

すねあて 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１式 

空調服（ファンベスト） 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１式 

ゴーグル 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１式 

刈刃 受注件数に応じた必要数 

借上料 草刈機材の借上料 研修会参加人数※2（指導員＋利用者）×１台×参入計画書

に基づく参入予定日数＋２日 

燃料等 混合油 刈払機の台数×３０ℓ（１台分＝２ℓ×３日×５箇所） 

ハンマーナイフモア等の台数×１２０ℓ 

（１台分＝８ℓ×３日×５箇所） 

その他（県

民局⾧が適

当と認める

もの） 

刈払機取扱者安全衛生教育

受講費 

保険料 

研修会参加人数※2（指導員）×１回 

 

受注において作業する人数×１契約 

※2 当該年度又は前年度に本研修に参加した人数の総数をいう。 


































